
随意契約の結果
【令和5年4月分】機構支援業務等 独立行政法人都市再生機構西日本支社

公益法人の区分
国所管、都道府県

所管の区分
応札・応募者数

令和５年度昇降機保守管理業務
（その１）

契約担当役
西日本支社長
村上　卓也
大阪府大阪市城東区森之宮１－６
－８５

令和5年4月1日

三菱電機ビルソリューショ
ンズ（株）
東京都千代田区有楽町１－
７－１

5010001030412 非公表 376,200,000円 -

本業務は、機構賃貸住宅団地内に設置された昇降機に係
る点検、調整、修理又は取替え等の業務である。
　当該設備は、不特定多数が常時利用し、不適切な保守
管理により人身事故も発生し得る設備であるため、最適
者による管理が必須である。当該業者は、当該昇降機の
工事施工者系列の保守管理会社であり、一般的な知識の
みならず、当該昇降機の構造や特性等を熟知しており、
不具合等を未然に防止できる保守管理方法を最も確立し
ている者である。また、故障等が発生した場合は、迅
速、的確な対応も可能である。
　よって、会計規程第51条第３項第１号の規程に基づ
き、随意契約を行ったものである。

- 予定価格

令和５年度昇降機保守管理業務
（その２）

契約担当役
西日本支社長
村上　卓也
大阪府大阪市城東区森之宮１－６
－８５

令和5年4月1日
（株）日立ビルシステム
東京都千代田区神田淡路町
２－１０１

2010001027031 非公表 199,320,000円 -

本業務は、機構賃貸住宅団地内に設置された昇降機に係
る点検、調整、修理又は取替え等の業務である。
　当該設備は、不特定多数が常時利用し、不適切な保守
管理により人身事故も発生し得る設備であるため、最適
者による管理が必須である。当該業者は、当該昇降機の
工事施工者系列の保守管理会社であり、一般的な知識の
みならず、当該昇降機の構造や特性等を熟知しており、
不具合等を未然に防止できる保守管理方法を最も確立し
ている者である。また、故障等が発生した場合は、迅
速、的確な対応も可能である。
　よって、会計規程第51条第３項第１号の規程に基づ
き、随意契約を行ったものである。

- 予定価格

令和５年度昇降機保守管理業務
（その３）

契約担当役
西日本支社長
村上　卓也
大阪府大阪市城東区森之宮１－６
－８５

令和5年4月1日
東芝エレベータ（株）
神奈川県川崎市幸区堀川町
７２－３４

5010701006785 非公表 103,620,000円 -

本業務は、機構賃貸住宅団地内に設置された昇降機に係
る点検、調整、修理又は取替え等の業務である。
　当該設備は、不特定多数が常時利用し、不適切な保守
管理により人身事故も発生し得る設備であるため、最適
者による管理が必須である。当該業者は、当該昇降機の
工事施工者系列の保守管理会社であり、一般的な知識の
みならず、当該昇降機の構造や特性等を熟知しており、
不具合等を未然に防止できる保守管理方法を最も確立し
ている者である。また、故障等が発生した場合は、迅
速、的確な対応も可能である。
　よって、会計規程第51条第３項第１号の規程に基づ
き、随意契約を行ったものである。

- 予定価格

令和５年度昇降機保守管理業務
（その４）

契約担当役
西日本支社長
村上　卓也
大阪府大阪市城東区森之宮１－６
－８５

令和5年4月1日

日本オーチス・エレベータ
（株）
東京都中央区新川２－２７
－１

9010001075825 非公表 216,480,000円 -

本業務は、機構賃貸住宅団地内に設置された昇降機に係
る点検、調整、修理又は取替え等の業務である。
　当該設備は、不特定多数が常時利用し、不適切な保守
管理により人身事故も発生し得る設備であるため、最適
者による管理が必須である。当該業者は、当該昇降機の
工事施工者系列の保守管理会社であり、一般的な知識の
みならず、当該昇降機の構造や特性等を熟知しており、
不具合等を未然に防止できる保守管理方法を最も確立し
ている者である。また、故障等が発生した場合は、迅
速、的確な対応も可能である。
　よって、会計規程第51条第３項第１号の規程に基づ
き、随意契約を行ったものである。

- 予定価格

令和５年度昇降機保守管理業務
（その５）

契約担当役
西日本支社長
村上　卓也
大阪府大阪市城東区森之宮１－６
－８５

令和5年4月1日

日本エレベーター製造
（株）
東京都千代田区岩本町１－
１０－３

8010001032926 非公表 69,036,000円 -

本業務は、機構賃貸住宅団地内に設置された昇降機に係
る点検、調整、修理又は取替え等の業務である。
　当該設備は、不特定多数が常時利用し、不適切な保守
管理により人身事故も発生し得る設備であるため、最適
者による管理が必須である。当該業者は、当該昇降機の
工事施工者系列の保守管理会社であり、一般的な知識の
みならず、当該昇降機の構造や特性等を熟知しており、
不具合等を未然に防止できる保守管理方法を最も確立し
ている者である。また、故障等が発生した場合は、迅
速、的確な対応も可能である。
　よって、会計規程第51条第３項第１号の規程に基づ
き、随意契約を行ったものである。

- 予定価格

令和５年度昇降機保守管理業務
（その８）

契約担当役
西日本支社長
村上　卓也
大阪府大阪市城東区森之宮１－６
－８５

令和5年4月1日
三精テクノロジーズ（株）
大阪府大阪市淀川区宮原４
－３－２９

3120901006634 非公表 71,676,000円 -

本業務は、機構賃貸住宅団地内に設置された昇降機に係
る点検、調整、修理又は取替え等の業務である。
　当該設備は、不特定多数が常時利用し、不適切な保守
管理により人身事故も発生し得る設備であるため、最適
者による管理が必須である。当該業者は、当該昇降機の
工事施工者系列の保守管理会社であり、一般的な知識の
みならず、当該昇降機の構造や特性等を熟知しており、
不具合等を未然に防止できる保守管理方法を最も確立し
ている者である。また、故障等が発生した場合は、迅
速、的確な対応も可能である。
　よって、会計規程第51条第３項第１号の規程に基づ
き、随意契約を行ったものである。

- 予定価格

契約相手方の法人番号 備　　考予定価格 契約金額 落札率 随意契約によることとした理由
再就職
役員数

公益法人の場合

契約相手方の氏名
及び住所

工事、業務又は物品購入等契約の
名称及び数量等

契約担当役の氏名及びその
所属する支社等の所在地

契約を締結した日



随意契約の結果
【令和5年4月分】機構支援業務等 独立行政法人都市再生機構西日本支社

公益法人の区分
国所管、都道府県

所管の区分
応札・応募者数

契約相手方の法人番号 備　　考予定価格 契約金額 落札率 随意契約によることとした理由
再就職
役員数

公益法人の場合

契約相手方の氏名
及び住所

工事、業務又は物品購入等契約の
名称及び数量等

契約担当役の氏名及びその
所属する支社等の所在地

契約を締結した日

令和５年度昇降機保守管理業務
（その１０）

分任契約担当役
西日本支社 総務部長
坂野　友義
大阪府大阪市城東区森之宮１－６
－８５

令和5年4月1日
ダイコー（株）
東京都港区芝大門１－１－
１

1010401016378 非公表 3,564,000円 -

本業務は、機構賃貸住宅団地内に設置された昇降機に係
る点検、調整、修理又は取替え等の業務である。
　当該設備は、不特定多数が常時利用し、不適切な保守
管理により人身事故も発生し得る設備であるため、最適
者による管理が必須である。当該業者は、当該昇降機の
工事施工者系列の保守管理会社であり、一般的な知識の
みならず、当該昇降機の構造や特性等を熟知しており、
不具合等を未然に防止できる保守管理方法を最も確立し
ている者である。また、故障等が発生した場合は、迅
速、的確な対応も可能である。
　よって、会計規程第51条第３項第１号の規程に基づ
き、随意契約を行ったものである。

- 予定価格

令和５年度昇降機保守管理業務
（その６）

契約担当役
西日本支社長
村上　卓也
大阪府大阪市城東区森之宮１－６
－８５

令和5年4月1日
フジテック（株）
東京都港区白金１－１７－
３

3160001009212 非公表 113,520,000円 -

本業務は、機構賃貸住宅団地内に設置された昇降機に係
る点検、調整、修理又は取替え等の業務である。
　当該設備は、不特定多数が常時利用し、不適切な保守
管理により人身事故も発生し得る設備であるため、最適
者による管理が必須である。当該業者は、当該昇降機の
工事施工者系列の保守管理会社であり、一般的な知識の
みならず、当該昇降機の構造や特性等を熟知しており、
不具合等を未然に防止できる保守管理方法を最も確立し
ている者である。また、故障等が発生した場合は、迅
速、的確な対応も可能である。
　よって、会計規程第51条第３項第１号の規程に基づ
き、随意契約を行ったものである。

- 予定価格

【ＵＲコミュニティ】ＵＲ賃貸住
宅水道検針等業務（高石駅前団地
他１団地）

業務受託者
（株）ＵＲコミュニティ
コミュニティ推進部担当部長
池野　孝司
大阪府大阪市城東区森之宮１－６
－１１１

令和5年4月12日
ポートスタッフ（株）
兵庫県神戸市中央区磯上通
７－１－３０

8140001020521 1,060,059円 1,058,326円 99.8％

一般競争入札を実施したところ、2回目の入札(再入札)
においても予定価格を上回った。次にオープンカウン
ターで公募したが入札不調となった。当該業務がR5年5
月から開始されない場合、量水器の検針できず居住者が
水道料金を支払いできないことで居住者に多大なる影響
を与えることから、会計規定第51条第4項に基づき、当
該入札に参加した当該業者と見積合わせを行い、随意契
約（不落随契）を行ったものである。

-


